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医
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床
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一
、
は
じ
め
に

二
、
医
学
研
究
の
国
際
倫
理
指
針
―
―
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
か
ら
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
ま
で
―
―

三
、
わ
が
国
の
医
学
研
究
倫
理
指
針

四
、
臨
床
研
究
法
の
概
要

五
、
法
施
行
後
の
課
題

六
、
結
び
に
か
え
て

（86－3－227）



論　説

812

一
、
は
じ
め
に

　

現
代
社
会
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
医
学
や
生
命
科
学
の
進
歩
は
目
覚
ま
し
い
。
こ
の
医
学
の
進
歩
を
裏
で
支
え
て
い
る
も
の
が
、
医

学
研
究
で
あ
り
、
実
際
の
医
療
現
場
で
な
さ
れ
る
臨
床
研
究
で
あ
る
。
病
気
解
明
の
た
め
の
検
査
機
器
や
新
治
療
法
の
開
発
、
創
薬
、
既
存

の
薬
剤
に
お
け
る
新
た
な
効
果
の
発
見
な
ど
、
様
々
な
試
行
錯
誤
が
日
夜
繰
り
返
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

他
方
、
医
学
は
、
今
日
で
は
現
代
社
会
の
重
要
な
産
業
活
動
の
一
側
面
と
な
っ
て
い
る
。
先
進
技
術
や
先
進
治
療
の
開
発
に
よ
り
、
国
家

的
保
障
が
な
さ
れ
た
保
険
診
療
で
な
く
、
保
険
適
用
外
の
、
い
わ
ゆ
る
自
由
診
療
の
選
択
の
幅
も
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
。
自
由
診
療
は
、

検
査
や
治
療
を
受
け
る
患
者
本
人
の
選
択
が
意
味
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
医
療
機
関
や
製
薬
会
社
、
医
療
機
器
取
り
扱
い
業
者
な
ど
関
連
す
る

当
事
者
の
利
益
に
直
接
関
係
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た
め
、
医
学
開
発
の
た
め
の
医
学
研
究
や
臨
床
研
究
は
、
医
学
や
医
療
の
進

展
に
と
っ
て
重
要
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
、
利
害
関
係
を
持
つ
企
業
や
医
療
者
側
の
利
益
だ
け
を
一
方
的
に
増
大
さ
せ
た
り
、
被
験
者

あ
る
い
は
研
究
対
象
者
に
不
当
な
不
都
合
や
不
利
益
が
生
じ
た
り
、
社
会
倫
理
に
反
す
る
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

医
学
の
進
展
に
合
わ
せ
て
、
医
学
研
究
を
規
制
す
る
国
際
規
範
、
国
内
の
行
政
倫
理
指
針
、
そ
し
て
国
内
法
も
複
雑
化
し
、
多
岐
に
亘
っ

て
い
る
。
二
〇
一
八
年
四
月
、「
臨
床
研
究
法
」（
平
成
二
九
年
法
律
第
十
六
号
）
が
施
行
さ
れ
、
医
学
研
究
へ
の
新
た
な
規
制
の
あ
り
方
に

注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
医
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
規
範
の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
臨
床
研
究
法
に
着
目
す
る
。
ま
ず
、
一
、
そ
の
重
要
な
基
礎
を
な
す

代
表
的
国
際
倫
理
綱
領
及
び
そ
の
改
正
内
容
を
押
さ
え
、
二
、
わ
が
国
の
行
政
的
倫
理
指
針
の
状
況
を
概
観
す
る
。
さ
ら
に
、
三
、
法
制
定

に
至
っ
た
背
景
、
さ
ら
に
臨
床
研
究
法
の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
た
後
、
四
、
臨
床
研
究
法
の
実
際
上
の
課
題
に
つ
い
て
若
干
の
意
見
を
提

示
し
た
い
。

（法政研究 86－３－228）
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二
、
医
学
研
究
の
国
際
倫
理
指
針
―
―
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
か
ら
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
ま
で
―
―

ａ
．「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
誓
い
」

　

医
学
研
究
の
倫
理
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
現
代
で
も
、
医
師
を
目
指
す
者
が
必
ず
学
習
す
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス

の
誓
い
」
に
見
ら
れ
る
。

「
私
は
能
力
と
判
断
の
限
り
患
者
に
利
益
す
る
と
思
う
養
生
法
を
と
り
、
悪
く
て
有
害
と
知
る
方
法
を
決
し
て
と
ら
な
い
」、「
い
か
な
る

患
家
を
訪
れ
る
と
き
も
そ
れ
は
た
だ
病
者
を
利
益
す
る
た
め
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
勝
手
な
戯
れ
や
堕
落
の
行
い
を
避
け
る
」、「
女
と
男
、
自

由
人
と
奴
隷
の
ち
が
い
を
考
慮
し
な
い
」、「
医
に
関
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
他
人
の
生
活
に
つ
い
て
秘
密
を
守
る
」（
小
川
鼎
三
訳
）。

つ
ま
り
、
医
師
の
倫
理
の
根
幹
は
、
自
己
利
益
よ
り
、
患
者
の
利
益
を
最
優
先
す
る
こ
と
、
患
者
に
有
害
な
施
術
を
し
な
い
こ
と
、
患
者
を

そ
の
身
分
や
属
性
で
差
別
し
な
い
こ
と
、
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
な
ど
が
重
視
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
が
医
学
に
携
わ
る
者
の
遵
守
す
べ
き

原
初
的
規
範
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
本
稿
の
以
下
の
議
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
歴
史
的
制
約
に
つ
い
て
は
、
時
代
を
経
て
克

服
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

戦
前
の
医
の
倫
理
を
定
め
た
も
の
と
し
て
わ
が
国
の
富
士
川
游
著
『
医
箴
』（
克
誠
堂
書
店
、
一
九
三
五
年
）
に
ふ
れ
て
お
く
。
当
時
の

東
西
の
文
献
を
集
め
た
「
医
の
倫
理
」
の
書
で
あ
る
。

ｂ
．「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
綱
領
」

大
規
模
戦
争
で
多
く
の
人
命
が
失
わ
れ
た
第
二
次
世
界
大
戦
の
後
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
に
お
い
て
医
師
の
手
に
よ
る
被
験
者
の
同
意
が
な

い
人
体
実
験
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
戦
後
処
理
の
た
め
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
関
連
し
て
、「
医
の
倫
理
」
の
原
則
に
重
要
な
「
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
グ
綱
領
」（N

urem
berg Code 1947

年
）
が
公
表
さ
れ
た
。
本
綱
領
は
、
不
当
な
医
療
行
為
の
反
省
に
立
ち
、「
医
学
実
験
に
必

（86－３－229）
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要
な
被
験
者
の
同
意
」
と
、「
医
師
の
倫
理
」
を
規
定
し
た
。

ま
ず
、
医
学
実
験
に
は
、
被
験
者
の
同
意
が
不
可
欠
（
つ
ま
り
、
被
験
者
が
法
的
権
利
能
力
者
）
で
あ
る
こ
と
、
殊
に
、
そ
の
同
意
は
「
暴

力
、
ぺ
て
ん
、
欺
き
、
脅
迫
、
騙
し
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
明
示
的
な
強
制
や
威
圧
」
に
よ
ら
ず
、「
そ
の
実
験
の
意
義
や
方
法
を
十
分
理
解

し
た
上
で
、
自
発
的
」（
第
一
条
）
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
人
へ
の
医
学
実
験
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
、
社

会
善
に
と
っ
て
有
用
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
（
第
二
条
）、
そ
れ
に
は
、
先
行
す
る
動
物
実
験
の
結
果
に
基
づ
き
、
実
験
遂
行
が
正
当
化
さ

れ
る
こ
と
（
第
三
条
）、
不
必
要
な
肉
体
的
・
精
神
的
苦
痛
や
障
害
を
生
じ
な
い
こ
と
（
第
四
条
）、
死
や
機
能
不
全
の
よ
う
な
重
篤
障
害
を
生

じ
る
危
険
の
あ
る
と
き
は
、
決
し
て
実
施
し
な
い
こ
と
（
第
五
条
）、
い
か
な
る
危
険
を
許
容
す
る
か
は
、
人
道
的
に
判
断
す
る
こ
と
（
第
六

条
）、
あ
ら
ゆ
る
危
険
か
ら
被
験
者
を
守
る
た
め
の
準
備
・
設
備
が
必
要
な
こ
と
（
第
七
条
）、
実
験
は
有
資
格
者
だ
け
が
実
施
し
、
高
度
な
技

術
と
注
意
が
必
要
な
こ
と
（
第
八
条
）、
被
験
者
が
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
、
本
人
は
い
つ
で
も
実
験
か
ら
離
脱
で
き
る
こ
と
（
第
九
条
）、
そ
し

て
、
医
学
者
は
専
門
職
と
し
て
の
誠
実
さ
、
技
能
、
判
断
に
よ
り
、
被
験
者
の
危
険
を
察
知
し
た
場
合
は
、
い
つ
で
も
実
験
中
止
が
で
き
る
こ

と
（
第
十
条
）
が
明
文
化
さ
れ
た（

１
）。

こ
こ
に
、
患
者
か
ら
の
同
意
を
取
得
す
る
際
の
正
当
な
手
続
の
基
準
が
入
っ
て
く
る
。

ｃ
．
一
九
四
八
年　

世
界
医
師
会
に
お
け
る
「
医
の
倫
理
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
」

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
非
道
な
人
体
実
験
と
い
う
歴
史
的
事
実
は
、
英
米
仏
の
医
学
協
会
を
中
心
に
し
た
、
世
界
の
医
師
が
あ
る
べ
き
医

療
や
医
の
倫
理
を
考
え
る
「
世
界
医
師
会
（W

orld M
edical A

ssociation: W
M

A

）（
２
）」

の
創
設
に
帰
結
し
た
。
Ｗ
Ｍ
Ａ
総
会
で
は
、
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
を
も
と
に
一
九
四
八
年
「
医
の
倫
理
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。

本
宣
言
で
は
、
①
医
師
の
仕
事
は
、
人
類
に
奉
仕
す
る
「
聖
職
」
で
あ
り
、
生
涯
を
捧
げ
る
仕
事
で
あ
る
、
②
自
己
の
「
師
」
に
相
応
し

い
「
尊
敬
と
感
謝
」
の
念
を
持
つ
、
③
良
心
と
尊
厳
を
持
っ
て
（w

ith conscience and dignity

）
医
の
専
門
職
を
遂
行
す
る
、
④
患
者

の
健
康
を
最
優
先
す
る
、
⑤
死
後
で
も
、
患
者
の
秘
密
を
守
る
、
⑥
医
療
の
名
誉
と
高
貴
な
伝
統
を
全
身
全
霊
で
守
る
、
⑦
同
僚
を
同
胞
と

（法政研究 86－3－230）
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見
な
す（

３
）、

⑧
宗
教
、
国
籍
、
人
種
、
政
党
、
社
会
的
地
位
の
区
別
な
く
医
療
を
行
う（

４
）、

⑨
人
の
生
命
を
受
胎
の
瞬
間
か
ら
最
大
限
に
尊
重
し
、

た
と
え
脅
迫
さ
れ
て
も
、
人
道
に
反
し
て
医
学
的
知
識
を
悪
用
し
な
い
、
と
し
た（

５
）。　

　

さ
ら
に
、
一
九
四
九
年
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
で
「
Ｗ
Ｍ
Ａ 

医
の
倫
理
・
国
際
綱
領
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
上
、
詳
細

は
割
愛
す
る
。

ｄ
．
一
九
六
四
年　

世
界
医
師
会
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
」

（
６
）

　

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
に
基
づ
い
て
医
学
研
究
が
実
践
さ
れ
て
き
た
医
学
発
展
の
影
で
、
六
〇
年
代
初
め
サ
リ
ド
マ
イ
ド
薬
禍
等
に
代
表

さ
れ
る
薬
害
な
ど
負
の
問
題
が
生
じ
た
。
六
四
年
六
月
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
に
お
け
る
Ｗ
Ｍ
Ａ
第
十
八
回
総
会
は
、
医
学
研
究
の
基
本
倫
理
を
規

定
し
た
「Recom

m
endations Guiding D

octors in Clinical Research

：
臨
床
研
究
に
携
わ
る
医
師
へ
の
勧
告
」（
以
下
、
ヘ
ル
シ
ン

キ
宣
言
）（

７
）を

採
択
し
た
。
当
初
の
宣
言
の
内
容
は
、「
一
．
基
本
原
則
」
全
五
条
、「
二
．
専
門
的
ケ
ア
と
結
び
つ
い
た
臨
床
研
究
」
全
二
条
、

「
三
．
非
治
療
的
臨
床
研
究
」
全
七
条
か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
綱
領
に
準
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
七
五
年
改
正

七
五
年
十
月
、
第
二
九
回
Ｗ
Ｍ
Ａ
東
京
総
会
で
は
第
二
回
目
の
抜
本
的
改
定
が
な
さ
れ
、
序
文
、「
一
．
基
本
原
則
」
全
十
二
条
、「
二
．

専
門
的
ケ
ア
と
結
び
つ
い
た
臨
床
研
究
」
全
六
条
、「
三
．
人
を
対
象
と
し
た
非
治
療
的
臨
床
研
究
」
全
四
条
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
宣
言

の
題
目
は
、
よ
り
具
体
的
な
「Recom

m
endations Guiding M

edical D
octors in Biom

edical Research Involving H
um

an 

Subjects

（
人
を
対
象
と
す
る
生
物
医
学
研
究
に
携
わ
る
医
師
へ
の
勧
告
）」
へ
と
変
更
さ
れ
、
内
容
に
お
い
て
、
研
究
客
体
が
人
体
で
あ
り
、

研
究
室
で
な
く
、「
臨
床
研
究
」
と
い
う
性
格
が
明
確
に
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
研
究
の
費
用
対
効
果
評
価
の
重
要
性
や
、
詳
細
な
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
Ｉ
Ｃ
）
の
規
定
、
環
境
や
動
物
へ
の
配
慮
、
危
険
が
大
き
い
場
合
の
中
止
等
の
倫
理
原
則
、
ま
た
手
続
的
規
制
の
方

（86－3－231）
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法
と
し
て
「
研
究
計
画
書
」
の
作
成
、「
独
立
の
委
員
会
」
へ
の
諮
問
等
が
規
定
さ
れ
、
現
行
宣
言
の
重
要
な
骨
子
を
含
む
全
般
的
な
改
正

が
な
さ
れ
た
。

二
〇
〇
〇
年
改
正

も
う
一
つ
の
重
要
な
改
正
は
、
〇
〇
年
、
第
五
二
回
Ｗ
Ｍ
Ａ
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
総
会
で
な
さ
れ
た
。
九
九
年
九
月
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
遺

伝
子
治
療
の
臨
床
研
究
で
の
若
い
患
者
の
死
亡
を
機
縁
に
、
臨
床
試
験
を
行
う
医
師
と
ス
ポ
ン
サ
ー
製
薬
会
社
と
の
利
益
相
反
関
係
が
発
覚

し
た
（
ゲ
ル
シ
ン
ガ
ー
事
件
）

）
8
（

。
こ
れ
を
機
に
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
に
、
臨
床
研
究
の
利
益
相
反
に
関
し
て
大
々
的
な
改
正
が
な
さ
れ
た
。

構
成
は
、「
Ａ
．
序
文
」
全
九
条
、「
Ｂ
．
全
て
の
臨
床
研
究
に
お
け
る
基
本
原
則
」
全
十
八
条
、「
Ｃ
．
治
療
と
結
び
つ
い
た
臨
床
研
究
の
追

加
原
則
（A

dditional Principles for M
edical Research Com

bined w
ith M

edical Care

）」
全
五
条
で
あ
る
。
Ｂ
の
う
ち
、
第
二

二
条
に
「
利
益
相
反
条
項
」
と
し
て
、「
研
究
計
画
書
に
は
、
資
金
提
供
、
ス
ポ
ン
サ
ー
、
研
究
組
織
と
の
関
わ
り
、
起
こ
り
得
る
利
益
相
反
、

被
験
者
に
対
す
る
報
償
な
ら
び
に
研
究
参
加
の
結
果
と
し
て
損
害
を
受
け
た
被
験
者
の
治
療
お
よ
び
／
ま
た
は
補
償
の
条
項
に
関
す
る
情
報

を
含
む
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
第
二
六
条
に
て
、
Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
、
起
こ
り
う
る
利
益
相
反
、
研
究
者
の
施

設
内
で
の
所
属
、
そ
の
他
研
究
に
関
す
る
全
て
の
点
に
つ
い
て
、
被
験
者
候
補
は
十
分
に
説
明
を
受
け
る
べ
き
と
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
第
三

六
条
で
は
、「
資
金
源
、
組
織
と
の
関
係
お
よ
び
利
益
相
反
関
係
事
項
に
つ
い
て
、
刊
行
物
中
に
明
示
す
べ
き
こ
と
」
と
し
、
独
立
の
倫
理

委
員
会
の
監
視
の
必
要
性
を
規
定
し
、
有
害
事
象
の
報
告
を
義
務
づ
け
た
。

二
〇
一
三
年
改
正
と
そ
の
概
要

一
三
年
、
第
六
四
回
Ｗ
Ｍ
Ａ
ブ
ラ
ジ
ル
・
フ
ォ
ル
タ
レ
ザ
総
会
で
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
登
録
義
務
の
拡
大
、「
バ
イ
オ
バ
ン
ク
」
概
念
の

追
加
が
な
さ
れ
た
。
以
下
、
宣
言
内
容
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
。
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ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
（
以
下
、
宣
言
）
の
正
式
名
称
は
「Ethical Principles for M

edical Research Involving H
um

an Subjects

（
人

間
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
の
倫
理
原
則
）」
で
あ
る
。「
人
間
」
に
は
、
序
文
か
ら
「
特
定
可
能
な
人
間
由
来
の
試
料
お
よ
び
デ
ー
タ
」
が

含
ま
れ
る
。

　

本
宣
言
の
構
成
は
、
①
序
文
（
一
～
二
条
、
以
下
「
条
」
を
省
略
）、
②
一
般
原
則
（
三
～
十
五
）、
③
リ
ス
ク
、
負
担
、
利
益
（
十
六
～

十
八
）、
④
社
会
的
弱
者
グ
ル
ー
プ
お
よ
び
個
人
（
十
九
、
二
十
）、
⑤
科
学
的
要
件
と
研
究
計
画
書
（
二
一
、
二
二
）、
⑥
研
究
倫
理
委
員

会
（
二
三
）、
⑦
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
秘
密
保
持
（
二
四
）、
⑧
Ｉ
Ｃ
（
二
五
～
三
二
）、
⑨
プ
ラ
セ
ボ
の
使
用
（
三
三
）、
⑩
研
究
終
了
後
条
項

（
三
四
）、
⑪
研
究
登
録
と
結
果
の
刊
行
及
び
普
及
（
三
五
、
三
六
）、
⑫
臨
床
に
お
け
る
未
実
証
の
治
療
（
三
七
）
で
あ
る
。
中
で
も
重
要

な
部
分
は
、
そ
の
条
文
数
か
ら
、
②
一
般
原
則
（
全
十
三
条
文
）
と
⑧
Ｉ
Ｃ
（
全
八
条
文
）
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
医
学
研

究
、
臨
床
研
究
に
直
接
関
連
す
る
部
分
を
中
心
に
、
各
規
定
を
概
観
す
る
。

一
般
原
則

本
宣
言
の
主
要
な
考
え
方
は
、
先
述
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
に
立
ち
戻
り
、「
医
師
の
第
一
の
関
心
事
は
患
者
の
健
康
で
あ
り
、
患
者
の
最

善
の
利
益
の
た
め
に
医
療
を
行
う
」（
第
三
条
）
こ
と
と
確
認
す
る
。
医
学
研
究
の
被
験
者
を
含
む
患
者
の
健
康
、
福
利
、
権
利
の
保
護
及

び
向
上
は
医
師
の
責
務
で
あ
り
、
医
師
の
知
見
と
良
心
を
尽
く
し
て
そ
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
が
大
原
則
と
さ
れ
る
（
第
四
条
）。

医
学
の
進
歩
は
、
最
終
的
に
は
「
人
を
対
象
と
し
た
医
学
研
究
」
を
含
み
（
第
五
条
）、
医
学
研
究
の
第
一
目
的
は
、「
疾
病
の
原
因
、
発
症
、

影
響
」
を
理
解
し
、
そ
の
「
予
防
、
診
断
、
治
療
」
の
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
で
あ
る
（
第
六
条
）。
そ
の
場
合
、
医
学
研
究
は
「
被
験
者
に

対
す
る
配
慮
を
推
進
か
つ
保
証
し
、
そ
の
健
康
と
権
利
を
擁
護
す
る
た
め
の
倫
理
基
準
に
従
う
べ
き
」（
第
七
条
）
で
あ
る
。
医
学
研
究
の
重

要
目
的
で
あ
る
「
新
し
い
知
見
」
は
、
個
々
の
被
験
者
の
権
利
と
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
獲
得
す
べ
き
で
は
な
い
（
第
八
条
）。

医
学
研
究
に
お
い
て
、
被
験
者
の
「
生
命
、
健
康
、
尊
厳
、
全
体
性
（integrity
）、
自
己
決
定
権
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
お
よ
び
個
人
情
報

（86－3－233）



論　説

818

の
秘
密
保
持
」
を
守
る
こ
と
は
、
研
究
に
関
わ
る
医
師
の
責
務
で
あ
る
（
第
九
条
）。
ま
た
、
人
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
に
際
し
て
、
医

師
は
国
際
規
範
の
他
、
国
内
の
倫
理
規
範
、
法
律
、
そ
の
他
の
ル
ー
ル
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
国
内
的
、
国
際
的
法
規
範

や
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
も
、
本
宣
言
の
被
験
者
保
護
の
基
準
は
切
り
下
げ
ら
れ
な
い
と
す
る
（
第
十
条
）（

９
）。

人
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
は
、

十
分
に
訓
練
さ
れ
た
専
門
家
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
二
条
）。
研
究
の
結
果
、
被
験
者
が
損
害
を
受
け
た
場
合
に

は
、
適
切
な
補
償
と
治
療
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
十
五
条
）。

リ
ス
ク
、
負
担
、
利
益

多
く
の
医
学
研
究
は
「
研
究
目
的
（
引
用
者
補
足
：
の
価
値
）
が
リ
ス
ク
と
負
担
を
上
回
る
場
合
に
限
り
」
実
施
可
能
で
あ
る
（
第
十
六

条
）。
そ
の
場
合
、
リ
ス
ク
最
小
化
の
措
置
を
講
じ
、
継
続
的
に
監
視
、
評
価
、
記
録
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
十
七
条
）。
ま
た
、
利

益
よ
り
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
研
究
の
継
続
、
中
止
、
変
更
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
十
八
条
）。

科
学
的
要
請
と
研
究
計
画

人
間
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
は
、
一
般
的
な
科
学
原
則
、
文
献
網
羅
、
適
切
な
研
究
設
備
に
基
づ
く
こ
と
、
研
究
動
物
へ
の
配
慮
も
必

要
で
あ
る
（
第
二
一
条
）。
人
を
対
象
と
す
る
研
究
の
デ
ザ
イ
ン
と
実
践
は
計
画
書
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
二
二
条
）。

研
究
倫
理
委
員
会
（
Ｉ
Ｒ
Ｂ
）

研
究
を
開
始
す
る
前
に
、
研
究
計
画
書
は
研
究
者
や
ス
ポ
ン
サ
ー
と
は
独
立
し
た
Ｉ
Ｒ
Ｂ
に
提
示
さ
れ
助
言
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
Ｉ

Ｒ
Ｂ
が
研
究
を
監
視
す
る
た
め
に
、
研
究
者
は
情
報
提
供
す
べ
き
で
あ
る
（
第
二
三
条
）。
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イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
（
Ｉ
Ｃ
）

Ｉ
Ｃ
は
、
自
発
的
な
同
意
と
承
諾
で
あ
る
こ
と
（
第
二
五
条
）、
被
験
者
は
、「
目
的
、
方
法
、
資
金
源
、
起
こ
り
う
る
利
益
相
反
、
研
究

実
施
者
の
所
属
、
研
究
か
ら
期
待
さ
れ
る
利
益
と
予
測
リ
ス
ク
、
並
び
に
起
こ
り
得
る
不
快
感
、
研
究
終
了
後
条
項
、
そ
の
他
研
究
に
関
す

る
あ
ら
ゆ
る
側
面
」
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
を
受
け
、
不
利
益
な
し
に
い
つ
で
も
研
究
へ
の
参
加
を
拒
否
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
を
知
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
伝
達
方
法
に
つ
い
て
も
、
特
別
の
配
慮
が
必
要
な
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

Ｉ
Ｃ
は
書
面
で
取
る
、
あ
る
い
は
文
書
化
し
記
録
す
る
必
要
が
あ
り
、
被
験
者
は
研
究
成
果
に
つ
い
て
知
る
権
利
が
与
え
ら
れ
る
（
第

二
六
条
）。
Ｉ
Ｃ
は
、
被
験
者
候
補
が
自
立
的
か
つ
自
由
に
判
断
可
能
な
状
態
に
お
い
て
医
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
二
七

条
）。
被
験
者
候
補
が
同
意
能
力
を
持
た
な
い
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｃ
は
代
理
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
（
第
二
八
条
）。
意
思
能
力
は
無
い
が
、
意

思
表
示
可
能
な
者
の
場
合
、
そ
の
意
思
表
示
を
尊
重
す
る
。（
第
二
九
条
）。
意
識
喪
失
者
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
の
妨
げ
と
な
る
身
体
的
精
神

的
状
況
が
、
研
究
に
不
可
欠
な
資
質
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
医
学
研
究
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
Ｉ
Ｃ
は
、
法
定
代
理
人
か
ら
取
得
す

る
。
し
か
し
、
法
定
代
理
人
が
存
在
せ
ず
、
研
究
が
延
期
で
き
な
い
と
き
、
研
究
が
必
要
な
特
別
な
理
由
を
研
究
計
画
書
に
記
載
し
、
Ｉ
Ｒ

Ｂ
で
承
認
さ
れ
た
場
合
の
み
認
め
ら
れ
る
（
第
三
十
条
）。
Ｉ
Ｃ
で
、
病
人
が
対
象
で
あ
る
場
合
、
医
師
は
、
治
療
と
研
究
の
関
係
を
説
明

す
る
が
、
研
究
参
加
へ
の
拒
否
又
は
被
験
者
の
研
究
離
脱
の
決
定
が
さ
れ
て
も
、
医
師
患
者
関
係
が
悪
影
響
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
（
第
三

一
条
）。
バ
イ
オ
バ
ン
ク
等
に
保
管
さ
れ
た
特
定
可
能
な
人
間
由
来
試
料
や
デ
ー
タ
を
使
用
す
る
場
合
、
医
師
は
、
試
料
や
デ
ー
タ
を
収
集
・

保
存
・
再
利
用
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
を
取
る
義
務
が
あ
る
。
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
で
審
議
・
承
認
が
あ
る
場

合
の
み
、
研
究
は
可
能
で
あ
る
（
第
三
二
条
）。

プ
ラ
セ
ボ
使
用

新
し
い
治
療
法
の
利
益
又
は
リ
ス
ク
、
負
担
又
は
効
果
は
、
最
善
の
治
療
法
と
比
較
考
量
す
べ
き
で
あ
る
。
治
療
法
が
存
在
し
な
い
と
き
、

（86－3－235）



論　説

820

例
外
的
に
の
み
、
プ
ラ
セ
ボ
使
用
あ
る
い
は
無
治
療
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
。 

最
善
の
治
療
法
ほ
ど
効
果
見
込
め
な
い
治
療
法
、
プ
ラ
セ
ボ
使
用
ま
た
は
無
治
療
は
、
重
篤
ま
た
は
回
復
不
能
な
損
害
の
リ
ス
ク
が
な
い

こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合
の
み
認
め
ら
れ
、
濫
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（
第
三
三
条
）。

研
究
終
了
後
条
項
、
研
究
登
録
と
結
果
の
刊
行
及
び
普
及
、
そ
し
て
臨
床
研
究
で
は
未
実
証
の
治
療
法
に
つ
い
て

研
究
終
了
後
に
は
、
研
究
参
加
者
に
は
有
効
性
が
証
明
さ
れ
た
治
療
法
に
ア
ク
セ
ス
可
能
と
な
る
条
項
を
策
定
し
、
こ
の
情
報
は
Ｉ
Ｃ
手

続
の
際
に
、
被
験
者
に
開
示
す
べ
き
で
あ
る
（
第
三
四
条
）。
人
を
対
象
と
す
る
研
究
は
一
般
に
ア
ク
セ
ス
可
能
な
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、

Ｄ
Ｂ
）
に
登
録
し
、
研
究
結
果
は
刊
行
し
、
倫
理
的
問
題
報
告
に
関
す
る
認
定
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る
。
否
定
的
結
果
お
よ
び

結
論
に
達
し
な
い
研
究
結
果
も
肯
定
的
結
果
と
同
様
に
公
表
し
、
資
金
源
、
組
織
と
の
関
連
及
び
利
益
相
反
事
項
が
刊
行
物
中
に
明
記
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
本
宣
言
の
諸
原
則
に
違
反
す
る
研
究
報
告
は
受
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
（
第
三
五
、
三
六
条
）。

未
だ
効
果
が
証
明
さ
れ
な
い
治
療
法
は
、
被
験
者
ま
た
は
法
定
代
理
人
の
Ｉ
Ｃ
が
あ
り
、
専
門
家
の
助
言
を
受
け
、
医
師
の
判
断
で
、
救

命
、
健
康
回
復
、
ま
た
は
苦
痛
緩
和
が
期
待
さ
れ
る
場
合
の
み
、
実
施
可
能
で
あ
る
。
こ
の
治
療
法
は
、
引
き
続
き
安
全
性
と
有
効
性
の
評

価
の
た
め
に
研
究
対
象
と
さ
れ
う
る
（
第
三
七
条
）。

　

全
十
回
の
改
正
を
経
て
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
は
、
研
究
計
画
書
Ｉ
Ｃ
の
具
体
的
内
容
や
些
細
な
条
件
、
利
益
相
反
条
項
、
個
人
情
報
保
護
、

Ｉ
Ｒ
Ｂ
、
研
究
終
了
後
条
項
、
研
究
登
録
、
成
果
公
表
等
の
、
公
正
な
医
学
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
基
準
を
明
確
化
し
て
き
た
。
ヘ
ル
シ
ン

キ
宣
言
は
、
後
述
の
わ
が
国
の
二
〇
一
七
年
「
臨
床
研
究
法
」
制
定
に
お
い
て
も
基
本
的
な
倫
理
綱
領
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
前
提
と

し
て
、
次
節
で
は
日
本
国
内
の
医
学
研
究
に
関
す
る
行
政
指
針
の
状
況
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

（法政研究 86－3－236）



医学研究と倫理（伊佐）

821

三
、
わ
が
国
の
医
学
研
究
倫
理
指
針

わ
が
国
の
医
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
を
管
轄
す
る
の
は
、
厚
生
労
働
省
（
厚
労
省
）
と
文
部
科
学
省
（
文
科
省
）
で
あ
る
。
〇
〇
年

以
降
、
先
端
医
療
技
術
の
進
歩
に
合
わ
せ
て
、
様
々
な
指
針
が
策
定
さ
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、「
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
・
遺
伝
子
解

析
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
十
三
年
三
月
）、「
疫
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
十
四
年
六
月
）、「
臨
床
研
究
に
関
す
る
倫

理
指
針
」（
平
成
十
五
年
七
月
）、「
遺
伝
子
治
療
等
臨
床
研
究
に
関
す
る
指
針
」（
平
成
二
七
年
八
月
）、「
ヒ
ト
受
精
胚
の
作
成
を
行
う
生
殖

補
助
医
療
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
二
二
年
十
二
月
）、「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
二
六
年
十

二
月
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
、
臨
床
研
究
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、「
疫
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
以
下
、
疫
学
指
針
）、

「
臨
床
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
以
下
、
臨
床
指
針
）、
臨
床
研
究
法
の
重
要
な
基
盤
と
な
っ
た
、「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
系
研
究
に
関

す
る
倫
理
指
針
」（
以
下
、
医
学
系
指
針
）
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。

⑴　
「
疫
学
指
針
」
と
「
臨
床
指
針
」

疫
学
指
針
に
よ
る
と
、
疫
学
研
究
は
「
疾
病
の
成
因
を
探
り
、
疾
病
の
予
防
法
や
治
療
法
の
有
効
性
を
検
証
し
、
又
は
環
境
や
生
活
習
慣

と
健
康
と
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
」、
不
可
欠
で
あ
り
、「
医
学
の
発
展
や
国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
に
重
要
」
な
医
学
研
究

で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
居
住
生
活
地
域
の
環
境
や
個
人
の
生
活
習
慣
に
関
わ
り
、
医
師
以
外
の
者
も
研
究
に
携
わ
る
こ
と
が
多
い
。

疫
学
研
究
指
針
策
定
の
目
的
は
、
研
究
遂
行
上
、「
研
究
対
象
者
の
個
人
の
尊
厳
と
人
権
を
守
る
と
と
も
に
、
研
究
者
等
が
よ
り
円
滑
に
研

究
を
行
う
」
こ
と
で
あ
り
、
Ｗ
Ｍ
Ａ
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
の
他
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」
及
び
そ
の
関
連
法
の
遵
守
を
規
定
し

て
い
る
。
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他
方
、
臨
床
指
針
に
お
い
て
は
、「
医
療
に
お
け
る
疾
病
の
予
防
方
法
、
診
断
方
法
及
び
治
療
方
法
の
改
善
、
疾
病
原
因
及
び
病
態
の
理

解
並
び
に
患
者
の
生
活
の
質
の
向
上
」
を
目
的
と
し
、
現
在
、
最
善
と
さ
れ
る
予
防
法
、
診
断
法
及
び
治
療
法
は
、
技
術
の
進
展
に
応
じ
て
、

臨
床
研
究
に
よ
り
「
そ
の
有
効
性
、
効
率
性
、
利
便
性
及
び
質
」
を
再
検
証
す
べ
き
も
の
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
指
針
も
、
研
究
医
師
に
よ
る
詳
細
な
研
究
計
画
書
の
作
成
、
倫
理
審
査
委
員
会
の
要
件
と
承
認
、
Ｉ
Ｃ
受
領
の
条
件
、
個
人
情

報
保
護
及
び
情
報
の
匿
名
化
、
研
究
に
伴
う
損
害
補
償
等
、
有
害
事
象
報
告
、
研
究
の
記
録
、
研
究
結
果
の
公
表
、
苦
情
、
問
い
合
わ
せ
等

へ
の
対
応
窓
口
設
置
等
、
詳
細
な
項
目
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
臨
床
研
究
は
、
主
に
こ
の
二
つ
の
倫
理
指
針
に
基
づ
い
て

実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
倫
理
指
針
の
具
体
的
運
用
に
お
い
て
、
医
療
の
信
頼
を
失
墜
す
る
よ
う
な
、
一
連
の
利
益
相
反
事

例
が
発
覚
し
た
。

一
例
目
は
、
降
圧
剤
バ
ル
サ
ル
タ
ン
（
商
品
名
デ
ィ
オ
バ
ン
、
以
下
同
じ
）
に
つ
き
、
五
大
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
研
究
論
文
へ
の

デ
ー
タ
操
作
が
指
摘
さ
れ
、
調
査
の
結
果
、
厚
労
省
は
、
平
成
二
五
年
五
月
口
頭
で
指
導
し
た
。
厚
労
省
は
、
平
成
二
六
年
一
月
、
元
社
員

と
Ｎ
社
を
薬
事
法
の
誇
大
広
告
禁
止
規
定
違
反
の
疑
い
で
刑
事
告
発
し
た
が

）
（1
（

、
一
審
、
二
審
で
も
無
罪
判
決
が
出
た
。
二
例
目
は
、
白
血
病

治
療
薬
「
ニ
ロ
チ
ニ
ブ
（
タ
シ
グ
ナ
）」
に
つ
い
て
、
当
該
臨
床
試
験
に
参
加
し
た
全
患
者
情
報
が
本
人
の
同
意
な
く
Ｎ
社
に
提
供
さ
れ
た

事
例
で
あ
る
。
厚
労
省
は
、
平
成
二
六
年
七
月
、
Ｎ
社
に
対
し
業
務
改
善
命
令
を
出
し
、
副
作
用
報
告
義
務
違
反
で
十
五
日
間
の
業
務
停
止

命
令
を
発
し
た

）
（（
（

。
三
例
目
と
し
て
、
高
血
圧
症
治
療
薬
カ
ン
デ
サ
ル
タ
ン
（
ブ
ロ
プ
レ
ス
）
に
つ
い
て
、
統
計
的
な
有
意
差
な
く
、
脳
卒
中

等
の
発
現
率
に
つ
い
て
誤
解
を
招
く
広
告
が
あ
っ
た
事
例
が
あ
る
。
厚
労
省
は
、
平
成
二
七
年
六
月
、
医
薬
品
医
療
機
器
法
（
薬
機
法
）
第

六
六
条
一
項
の
「
誇
大
広
告
禁
止
規
定
」
違
反
に
基
づ
く
業
務
改
善
命
令
を
出
し
た

）
（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
企
業
と
研
究
グ
ル
ー
プ
の
不
明
確
な

関
係
や
、
利
益
相
反
に
関
わ
る
問
題
が
指
摘
さ
れ

）
（1
（

、
医
学
研
究
の
利
益
相
反
問
題
の
問
題
分
析
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
作
成
が
随
所
で
な
さ
れ

た
）
（1
（

。運
用
現
場
で
も
、
近
年
の
研
究
多
様
化
に
伴
い
、
関
係
者
か
ら
両
指
針
の
調
整
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
平
成
二
五
年
二
月
よ
り
、

（法政研究 86－3－238）



医学研究と倫理（伊佐）

823

文
科
省
と
厚
労
省
と
で
立
ち
上
げ
た
検
討
会
が
、
平
成
二
六
年
十
二
月
十
一
日
に
、「
臨
床
研
究
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
関
す
る
報
告
書
」

を
と
り
ま
と
め
公
表
し
た
。
そ
こ
で
、
臨
床
研
究
の
法
規
制
の
必
要
性
と
同
時
に
、 

臨
床
研
究
の
質
の
確
保
と
被
験
者
保
護
の
充
実
の
た
め

に
①
倫
理
審
査
委
員
会
の
機
能
強
化

）
（1
（

、
②
臨
床
研
究
の
情
報
公
開
の
見
直
し
、
③
臨
床
研
究
実
施
基
準
の
強
化
、
④
有
害
事
象
発
生
時
の
対

応
強
化
、
⑤
製
薬
企
業
等
の
透
明
性
確
保
等
が
指
摘
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
二

六
年
十
二
月
二
二
日
告
示
）
が
策
定
さ
れ
た
。

⑵　
「
人
を
対
象
と
す
る
医
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
指
針
」（
平
成
二
六
年
十
二
月
、平
成
二
九
年
二
月
一
部
改
正
）

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
策
定
さ
れ
た
、
医
学
系
指
針
で
は
、
関
連
用
語
の
概
念
規
定
が
詳
細
に
な
さ
れ
る
と
同
時
に
、
研
究
実
施
者
や
研
究

責
任
者
の
責
務
が
よ
り
強
化
さ
れ
、
そ
の
手
続
保
障
の
た
め
、
研
究
計
画
書
へ
の
記
載
事
項
が
細
か
く
規
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
被
験
者
の

Ｉ
Ｃ
受
領
、
個
人
情
報
保
護
の
具
体
的
明
確
化

）
（1
（

が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
研
究
の
正
当
性
担
保
の
た
め
に
重
要
な
Ｉ
Ｒ
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
外
部

委
員
の
導
入
を
義
務
づ
け
る
な
ど
基
準
強
化
、
審
査
の
透
明
性
強
化
が
な
さ
れ
た
。
不
正
防
止
の
実
現
の
た
め
に
、
研
究
実
施
者
や
研
究
責

任
者
の
み
な
ら
ず
、
研
究
機
関
の
長
や
倫
理
審
査
委
員
も
、
業
務
に
先
立
ち
、
教
育
・
研
修
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

平
成
二
九
年
改
正
で
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｂ
の
設
置
要
件
が
詳
し
く
規
定
さ
れ
、
委
員
会
構
成
や
成
立
要
件
に
、
①
医
学
・
医
療
の
専
門
家
等
、
自

然
科
学
の
有
識
者
、
②
倫
理
学
・
法
律
学
の
専
門
家
等
、
人
文
・
社
会
科
学
の
有
識
者
、
③
研
究
対
象
者
の
観
点
も
含
め
て
一
般
の
立
場
か

ら
意
見
を
述
べ
う
る
者
、
④
設
置
者
の
所
属
機
関
に
所
属
し
な
い
者
が
複
数
、
⑤
男
女
両
性
で
構
成
、
⑥
五
名
以
上
な
ど
、
細
か
い
規
定
が

な
さ
れ
た
と
同
時
に
、
委
員
会
の
最
終
意
見
は
、
全
会
一
致
に
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
（
第
十
一
条
）。

被
験
者
か
ら
受
領
す
る
Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て
も
、
説
明
項
目
が
以
前
の
指
針
よ
り
増
加
し
、
研
究
計
画
変
更
等
や
、
研
究
当
初
想
定
さ
れ
な
い

資
料
や
情
報
の
利
用
に
つ
い
て
、
新
た
な
Ｉ
Ｃ
受
領
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
第
十
二
条
）。
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利
益
相
反
に
つ
い
て
は
、
研
究
責
任
者
の
管
理
の
厳
格
化
と
利
益
相
反
事
項
の
研
究
計
画
書
へ
の
記
載
（
第
十
九
条
）、
研
究
結
果
の
改

ざ
ん
捏
造
防
止
の
た
め
、
研
究
に
関
わ
る
資
料
及
び
情
報
等
の
保
管
を
規
定
し
（
第
二
十
条
）、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
及
び
監
査
（
第
二
一
条
）

が
盛
り
込
ま
れ
た
。

　

か
か
る
規
定
の
詳
細
化
の
中
に
も
、
厚
労
省
な
ど
行
政
機
関
の
権
限
や
関
与
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
規
定
が
な
い
。
厚
生
労
働
大
臣
等

行
政
の
関
与
は
、
実
施
機
関
の
長
の
責
務
に
関
連
し
て
、
指
針
に
適
合
し
な
い
研
究
の
場
合
と
、
予
測
で
き
な
い
重
篤
な
有
害
事
象
が
発
生

し
た
場
合
な
ど
に
限
定
さ
れ
た
（
第
六
条
）。

し
か
し
な
が
ら
、
一
連
の
重
大
な
不
適
正
事
案
が
判
明
し
、
再
発
防
止
の
た
め
に
は
倫
理
指
針
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
公
正
な
研
究
実
現

の
た
め
に
も
、
法
規
制
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

疫
学
指
針
、
臨
床
指
針
に
は
、
い
ず
れ
も
利
益
相
反
に
関
す
る
具
体
的
手
続
規
定
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
研
究
者
と
実
施
機
関
の
長
ら
の
自

主
性
に
一
任
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
臨
床
研
究
に
関
わ
る
研
究
者
に
対
す
る
、
関
連
企
業
の
寄
付
や
奨
学
金
、
講
演
料
等
の
資
金
提
供
等

に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
情
報
を
求
め
な
か
っ
た
点
に
は
、
こ
の
倫
理
指
針
に
は
、
大
き
な
欠
陥
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ヘ
ル
シ
ン

キ
宣
言
の
二
〇
〇
〇
年
の
大
改
正
で
、
利
益
相
反
条
項
が
詳
細
に
導
入
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
が
国
の
具
体
的
倫
理
指
針
で
は
、
利

益
相
反
問
題
が
研
究
者
と
実
施
機
関
の
長
ら
の
良
心
、
及
び
倫
理
審
査
委
員
会
に
よ
る
形
式
的
な
承
認
に
委
任
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
反
省
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
反
省
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
臨
床
研
究
法
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

四
、
臨
床
研
究
法
の
概
要

臨
床
研
究
法
（
平
成
二
九
年
法
律
第
十
六
号
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
施
行
）
の
構
成
は
、「
第
一
章 

総
則
」（
第
一
条
・
第
二
条
）、「
第

二
章 

臨
床
研
究
の
実
施
」（
第
三
条
―
第
二
二
条
）、「
第
三
章 

認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
」（
以
下
Ｃ
Ｒ
Ｂ
）（
第
二
三
条
―
第
三
一
条
）、
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「
第
四
章 

臨
床
床
研
究
に
関
す
る
資
金
等
の
提
供
」（
第
三
二
条
―
第
三
四
条
）、「
第
五
章 

雑
則
」（
第
三
五
条
―
第
三
八
条
）、「
第
六
章 

罰

則
」（
第
三
九
条
―
第
四
三
条
）、
附
則
か
ら
な
る
。
以
下
、
本
法
の
概
要
を
見
て
い
く
。

第
一
章　

総
則

「
第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
臨
床
研
究
の
実
施
の
手
続
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
よ
る
審
査
意
見
業
務
の
適
切
な
実
施
の
た
め
の

措
置
、
臨
床
研
究
に
関
す
る
資
金
等
の
提
供
に
関
す
る
情
報
の
公
表
の
制
度
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
臨
床
研
究
の
対
象
者
を
は
じ
め
と

す
る
国
民
の
臨
床
研
究
に
対
す
る
信
頼
の
確
保
を
図
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
の
実
施
を
推
進
し
、
も
っ
て
保
健
衛
生
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
」
と
さ
れ
、
第
二
条
か
ら
本
法
に
い
う
「
臨
床
研
究
」
と
は
、「
医
薬
品
等
を
人
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
医

薬
品
等
の
有
効
性
又
は
安
全
性
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
」
で
あ
る
。「
治
験
」
は
適
用
外
で
あ
る
。

臨
床
研
究
法
の
う
ち
、
特
に
重
要
な
も
の
は
「
特
定
臨
床
研
究
」
で
あ
る
。
医
療
薬
医
療
機
器
法
に
お
け
る
未
承
認
・
適
応
外
の
医
薬
品
、

つ
ま
り
、
現
在
厚
労
省
が
認
定
し
た
薬
品
や
医
療
器
具
等
の
効
果
あ
る
い
は
有
効
性
「
以
外
」
の
効
果
を
証
明
す
る
た
め
の
研
究
で
あ
り
、

か
つ
、
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者
（
子
会
社
等
）
等
か
ら
資
金
提
供
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
臨
床
研
究
を
い
う
（
第

二
条
二
項
一
号
）。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
観
察
研
究
」
は
除
外
さ
れ
る
。

第
二
章　

臨
床
研
究
の
実
施　

ま
ず
、
臨
床
研
究
の
実
施
に
お
け
る
「
基
本
理
念
」
と
し
て
、
臨
床
研
究
は
、
そ
の
対
象
者
の
生
命
、
健
康
及
び
人
権
を
尊
重
し
て
実
施

す
べ
き
こ
と
と
し
、
同
法
施
行
規
則
第
九
条
（
以
下
、
施
行
規
則
）
に
、「
一
、
社
会
的
及
び
学
術
的
有
意
な
臨
床
研
究
の
実
施
、
二
、
研
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究
分
野
の
特
性
に
応
じ
た
科
学
的
合
理
性
の
確
保
、
三
、
臨
床
研
究
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
と
、
対
象
者
の
負
担
等
、
不
利
益
の
比
較
考

量
、
四
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
に
よ
る
審
査
、
五
、
研
究
対
象
者
へ
の
事
前
の
十
分
な
説
明
、
自
由
意
思
に
基
づ
く
同
意
、
六
、
特

別
な
配
慮
を
要
す
る
場
合
、
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
、
七
、
個
人
情
報
の
適
正
な
管
理
、
八
、
臨
床
研
究
の
質
及
び
透
明
性
確
保
」
を
規
定

す
る

）
（1
（

。
特
定
臨
床
研
究
の
計
画
及
び
実
施
の
基
本
的
な
流
れ
は
、

一
、
実
施
計
画
及
び
研
究
計
画
書
等
（
利
益
相
反
管
理
基
準
・
計
画
も
含
む
）
の
作
成

二
、
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
の
審
査

三
、
実
施
医
療
機
関
の
管
理
者
の
許
可
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
、
臨
床
研
究
Ｄ
Ｂ
登
録

四
、
疾
病
等
の
発
生
が
あ
っ
た
場
合
、
計
画
の
変
更
、
中
止
等
の
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
、
厚
労
大
臣
へ
の
報
告
等

五
、
Ｃ
Ｒ
Ｂ
、
厚
労
大
臣
へ
の
定
期
報
告

六
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
監
査

七
、
主
要
評
価
項
目
報
告
書
の
Ｄ
Ｂ
記
録
・
公
表

と
な
っ
て
い
る
。

研
究
実
施
者
に
関
す
る
諸
規
定

臨
床
研
究
法
に
お
い
て
は
、
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
医
師
に
関
す
る
規
定
が
大
部
分
を
占
め
る
。
施
行
規
則
第
十
条
は
、
研
究
に
従
事
す

る
医
師
の
責
務
を
規
定
し
、
疾
患
及
び
当
該
疾
患
に
関
連
す
る
分
野
の
科
学
的
知
見
、
医
療
経
験
及
び
知
識
の
保
持
、
臨
床
研
究
へ
の
倫
理

的
配
慮
、
並
び
に
そ
の
適
正
実
施
の
た
め
の
教
育
・
訓
練
を
受
け
る
こ
と
、
研
究
の
科
学
的
妥
当
性
判
断
が
必
要
な
こ
と
、
法
令
と
研
究
計

画
書
の
遵
守
義
務
、
研
究
責
任
者
の
監
督
義
務
な
ど
を
規
定
す
る
。
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研
究
計
画
書

本
法
第
五
条
一
項
、
実
施
計
画
に
記
載
す
る
内
容
の
概
要
は
、「
二
、
研
究
の
目
的
及
び
内
容
並
び
に
こ
れ
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
概
要
」、

「
三
、
臨
床
研
究
の
実
施
体
制
」、「
四
、
研
究
施
設
の
構
造
設
備
」、「
五
、
実
施
状
況
の
確
認
」、「
六
、
研
究
対
象
者
の
健
康
被
害
が
あ
っ
た
場

合
の
補
償
及
び
医
療
提
供
」、「
七
、
特
定
臨
床
研
究
（
第
二
条
二
項
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
を
し
、

又
は
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
及
び
そ
の
特
殊
関
係
者
の
当
該
特
定
臨
床
研
究
に
対
す
る
関
与
に
関
す
る
事
項
」
等
で
あ
る
。

記
載
す
る
べ
き
詳
細
事
項
は
、「
研
究
背
景
、
研
究
対
象
者
の
選
択
、
除
外
、
研
究
中
止
基
準
」、「
研
究
対
象
者
に
対
す
る
治
療
」、「
有
効

性
の
評
価
基
準
（
エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
）」、「
安
全
性
評
価
」、「
統
計
的
解
析
」、「
原
資
料
等
の
閲
覧
」、「
品
質
管
理
及
び
品
質
保
証
に
関
す
る

事
項
」、「
倫
理
的
配
慮
」、「
記
録
の
取
扱
い
及
び
保
存
」、「
研
究
実
施
に
係
る
金
銭
の
支
払
及
び
補
償
」、「
情
報
の
公
表
」、「
研
究
の
実
施
期

間
」、「
研
究
対
象
者
に
対
す
る
説
明
及
び
そ
の
同
意
文
書
」

）
（1
（

の
他
、
研
究
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
事
項
と
さ
れ
る
。

　

研
究
計
画
書
は
、
Ｃ
Ｒ
Ｂ
に
諮
問
し
（
第
五
条
三
項
）、
そ
の
意
見
内
容
の
書
類
を
付
し
て
、
厚
労
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

研
究
実
施
者
は
、
計
画
を
遵
守
す
る
責
務
が
あ
る
。（
第
七
条
）

研
究
対
象
者
に
対
す
る
義
務

〈
Ｉ
Ｃ
〉

研
究
対
象
者
の
説
明
と
同
意
（
第
九
条
、
施
行
規
則
第
四
六
条
）
に
つ
い
て
は
、
研
究
実
施
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
研
究
の
目
的
及

び
内
容
並
び
に
こ
れ
に
用
い
る
医
薬
品
等
の
概
要
の
他
、
当
該
医
薬
品
等
の
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者
か
ら
研
究
資
金
等
の
提

供
を
受
け
る
場
合
に
は
、「
契
約
の
内
容
」（
法
第
三
二
条
）
そ
の
他
必
要
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
し
、
同
意
を
取
得
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
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〈
個
人
情
報
保
護
・
秘
密
保
持
、
記
録
及
び
そ
の
保
管
、
苦
情
及
び
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
〉

研
究
実
施
者
に
は
、
対
象
者
の
個
人
情
報
保
護
義
務
（
第
十
条
）
が
あ
り
、
そ
の
秘
密
保
持
義
務
が
あ
る
（
第
十
一
条
）。
研
究
責
任
医

師
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
は
、
利
用
目
的
を
で
き
る
限
り
特
定
し
（
施
行
規
則
第
二
七
条
一
項
）、
偽
り
そ
の
他
不
正
手
段
に
よ
り

個
人
情
報
を
取
得
し
て
は
な
ら
ず
（
同
二
項
）、
原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
本
人
家
族
や
後
見
人
ら
か
ら
受
け
た
同
意
の
範
囲
を
超
え
て
、

取
得
し
た
個
人
情
報
を
取
り
扱
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
（
同
三
項
）。
ま
た
、
臨
床
研
究
実
施
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
厳
重
に
保
管

す
る
義
務
を
持
つ
（
第
十
二
条
）。
苦
情
及
び
問
い
合
わ
せ
へ
の
対
応
と
し
て
、
窓
口
を
設
置
す
る
（
施
行
規
則
第
二
三
条
）。

　
　

有
害
事
象
の
報
告

研
究
実
施
者
は
、
特
定
臨
床
研
究
の
実
施
へ
の
起
因
が
疑
わ
れ
る
（
研
究
と
の
因
果
関
係
が
否
定
で
き
な
い
場
合
）「
疾
病
、
障
害
若
し

く
は
死
亡
又
は
感
染
症
」（
疾
病
等
）
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
は
、
所
定
の
期
日
内
に
、
Ｃ
Ｒ
Ｂ
に
報
告
義
務
が
あ
る
。
研
究
実
施
者
は
、

Ｃ
Ｒ
Ｂ
が
意
見
を
述
べ
た
と
き
に
は
そ
れ
を
尊
重
す
る
。（
第
十
三
条
一
、
二
項
、
施
行
規
則
第
五
四
条
―
第
五
五
条
）。
予
測
で
き
な
い
重

篤
な
も
の
、
及
び
重
篤
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
期
日
内
に
、
厚
労
大
臣
に
も
報
告
義
務
が
あ
る
（
第
十
四
条
、
施
行
規
則
第
五
四
条

一
項
一
―
五
号
）。
厚
労
大
臣
は
、
必
要
な
と
き
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
（
Ｐ
Ｍ
Ｄ
Ａ
）
に
届
け
る
。

　
　

研
究
の
信
頼
性
確
保
の
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
監
査

研
究
実
施
医
師
は
、
研
究
に
従
っ
て
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
七
条
）。
そ
の
た
め
、
研
究
に
関
わ
る
実
施
に
つ
き
、
対
象
者
ご

と
に
、
医
薬
品
等
を
用
い
た
日
時
及
び
場
所
、
そ
の
他
規
定
の
内
容
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

研
究
実
施
医
師
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
手
順
書
を
作
成
し
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
さ
せ
る
。
研
究
に
従
事
す
る
者
が
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。（
施
行
規
則
第
十
七
条
）
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研
究
実
施
医
師
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
監
査
の
手
順
書
を
作
成
し
監
査
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
報
告
さ
せ
る
が
、
研
究
に
従
事
す
る
者
が
監

査
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。（
同
第
十
八
条
）

　
　

Ｃ
Ｒ
Ｂ

臨
床
研
究
法
に
お
い
て
、
重
要
な
制
度
の
一
つ
と
し
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
も
の
が
、「
認
定
臨
床
研
究
審
査
委
員
会
」（
第
二
三
条
―
三

一
条
）
で
あ
る
。
本
委
員
会
は
、「
臨
床
研
究
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
委
員
」（
第
二
三
条
四
項
一
―
三
号
）
か
ら
構
成
さ
れ
、

厚
労
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
（
認
定
の
要
件
、
施
行
規
則
第
六
四
条
―
八
二
条
）、
さ
ら
に
、
研
究
計
画
の
審
査
の
ほ
か
、
疾
病
等
の
報

告
、
定
期
報
告
、
改
善
す
べ
き
事
項
等
の
あ
る
と
き
、
意
見
を
述
べ
る
（
第
二
三
条
一
号
―
四
号
）。
認
定
委
員
は
、
業
務
上
、
知
り
得
た
秘

密
の
保
持
義
務
が
あ
る（
第
二
八
条
）。
委
員
会
は
、
年
十
二
回
以
上
開
催
し
、
認
定
の
期
間
は
三
年
で
あ
る（
第
二
六
条　

施
行
規
則
六
六
条
）。

同
委
員
会
は
、
研
究
計
画
の
審
査
に
つ
い
て
、
臨
床
研
究
の
承
認
・
非
承
認
を
原
則
全
員
一
致
で
判
定
す
る
（
施
行
規
則
第
八
二
条
前
段
）。

意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
は
、
過
半
数
の
同
意
を
得
た
意
見
を
結
論
と
す
る
。（
同
第
八
二
条
後
段
）。

Ｃ
Ｒ
Ｂ
設
置
者
は
、
委
員
に
一
年
に
一
回
以
上
の
教
育
・
研
修
の
機
会
を
与
え
る
責
務
が
あ
る
（
同
第
八
四
条
）。

　
　

利
益
相
反
事
項

臨
床
研
究
法
制
定
以
前
に
は
、
企
業
に
よ
る
資
金
提
供
情
報
の
公
表
は
任
意
で
あ
っ
た
た
め
、
Ｃ
Ｒ
Ｂ
、
厚
労
省
、
共
に
利
益
相
反
実
態

把
握
が
困
難
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。
実
質
的
な
研
究
不
正
の
監
督
、
防
止
が
で
き
ず
、
行
政
指
導
に
も
強
制
力
が
無
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
臨

床
研
究
終
了
後
の
、
デ
ー
タ
改
ざ
ん
、
不
都
合
な
記
録
の
破
棄
な
ど
、
企
業
の
不
当
な
介
入
に
よ
る
研
究
結
果
公
表
に
つ
い
て
、
実
質
的
な

チ
ェ
ッ
ク
体
制
が
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。

こ
の
反
省
か
ら
、
臨
床
研
究
に
関
す
る
医
薬
品
等
の
販
売
者
等
に
よ
る
資
金
提
供
に
つ
い
て
、
事
業
者
に
は
契
約
締
結
の
義
務
が
規
定
さ
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れ
た
。「
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
又
は
そ
の
特
殊
関
係
者

）
（1
（

は
、
特
定
臨
床
研
究
を
実
施
す
る
者
に
対
し
、
当
該
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者

が
製
造
販
売
を
し
、
又
は
し
よ
う
と
す
る
医
薬
品
等
を
用
い
る
特
定
臨
床
研
究
に
つ
い
て
の
研
究
資
金
等
の
提
供
を
行
う
と
き
は
、
当
該
研

究
資
金
等
の
額
及
び
内
容
、
当
該
特
定
臨
床
研
究
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
を
定
め
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
第
三
二
条
）

さ
ら
に
、
当
該
情
報
は
公
表
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第
三
三
条
）。

法
第
二
条
二
項
一
号
に
よ
る
と
、
提
供
さ
れ
る
「
研
究
資
金
等
」
と
は
、「
臨
床
研
究
の
実
施
に
係
る
人
件
費
、
実
施
医
療
機
関
の
賃
借

料
そ
の
他
臨
床
研
究
の
実
施
に
必
要
な
費
用
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
資
金
」（
施
行
規
則
第
四
条
）
と
さ
れ
た
。

労
務
提
供
、
物
品
提
供
の
み
の
場
合
は
研
究
資
金
等
の
提
供
に
は
当
た
ら
な
い
。

　

研
究
責
任
者
は
、
当
該
臨
床
研
究
に
対
す
る
医
薬
品
等
製
造
販
売
業
者
の
資
金
提
供
そ
の
他
の
関
与
（
施
行
規
則
第
二
一
条
一
項
一
号
）、

研
究
責
任
者
の
臨
床
研
究
に
従
事
す
る
者
等
へ
の
、
寄
附
金
、
原
稿
執
筆
及
び
講
演
そ
の
他
の
業
務
に
対
す
る
報
酬
の
提
供
そ
の
他
の
関
与

に
つ
い
て
（
同
二
号
）、
こ
れ
を
公
表
し
、
利
益
相
反
管
理
基
準
を
作
成
す
る
義
務
を
負
う
。
さ
ら
に
、
実
施
機
関
の
管
理
者
ま
た
は
所
属

機
関
の
長
が
、
利
益
相
反
管
理
基
準
の
確
認
及
び
利
益
相
反
状
況
の
事
実
確
認
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
助
言
・
勧
告
し
、
報
告
書
を
作
成

し
、
研
究
責
任
医
師
に
提
出
す
る
。（
同
二
項
）
医
師
は
、
そ
れ
に
基
づ
き
利
益
相
反
管
理
計
画
を
作
成
す
る

）
11
（

（
同
三
項
）。
こ
れ
ら
は
、
Ｃ

Ｒ
Ｂ
に
意
見
を
聞
く
こ
と
と
し
た
。

　
　

行
政
の
権
限
強
化

法
制
定
以
前
、
資
金
提
供
の
公
表
は
任
意
で
あ
っ
た
た
め
、
厚
労
省
の
指
導
等
の
権
限
が
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
法
律
に
よ
り
、

様
々
な
改
善
命
令
、
中
止
命
令
の
ほ
か
、
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
の
罰
則
規
定
が
強
化
さ
れ
た
。
ま
た
、
審
査
委
員
会
は
、
特
定
の
条
件
を

具
備
し
た
場
合
に
の
み
、
厚
労
大
臣
が
認
定
す
る
も
の
と
し
た
。

研
究
責
任
者
は
、
認
定
審
査
委
員
会
と
共
に
厚
労
省
に
も
定
期
報
告
を
す
る
義
務
が
あ
る
。（
第
十
八
条
）
厚
労
大
臣
は
、
保
健
衛
生
上
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の
危
害
発
生
等
の
防
止
の
た
め
、
研
究
を
停
止
す
る
な
ど
、
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。（
第
十
九
条
）
研
究
が
適
切
に
実
施
さ
れ
な

い
実
施
違
反
の
場
合
、
厚
生
労
働
大
臣
が
改
善
命
令
を
行
い
、
こ
の
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
特
定
臨
床
研
究
の
一
部
ま
た
は
全
部
停
止

等
を
命
じ
う
る
（
第
二
十
条
一
項
、
二
項
）。

五
、
法
施
行
後
の
課
題

　

以
上
の
よ
う
な
臨
床
研
究
法
の
運
用
に
お
い
て
、
現
実
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
の
か
を
以
下
に
簡
単
に
検
討
し
た
い
。

⑴　

憲
法
に
お
け
る
「
学
問
の
自
由
」
の
制
約
の
問
題

　

ま
ず
、
医
学
研
究
に
つ
い
て
、
専
門
外
の
審
査
委
員
や
厚
労
省
な
ど
の
行
政
が
介
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
様
々
に
議
論
が
な
さ
れ
て

い
る

）
1（
（

。
臨
床
研
究
法
に
よ
る
規
制
は
、
日
本
国
憲
法
第
二
三
条
「
学
問
の
自
由
」
の
制
約
だ
と
い
う
指
摘
で
あ
る

）
11
（

。
確
か
に
、「
学
問
の
自

由
」
は
保
障
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
「
学
問
の
自
由
」
は
「
人
を
対
象
と
し
た
医
学
的
研
究
の
自
由
」
ま
で
は
意
味
し
な
い
。
ま

た
、
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
第
十
二
条
の「
国
民
の
権
利
及
び
自
由
の
濫
用
禁
止
」、
並
び
に
、「
公
共
の
福
祉
の
規
定
に
服
す
る
義
務
」が
あ
り
、

同
第
十
三
条
の
個
人
の
尊
重
、「
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
」
へ
の
尊
重
義
務
、
第
十
四
条
「
法
の
下
の
平
等
規
定
」

な
ど
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
制
約
も
受
け
る
。

医
学
研
究
に
お
い
て
、
現
代
で
は
、
そ
れ
が
経
済
的
価
値
と
深
く
結
び
つ
き
、「
産
学
連
携
」
と
い
う
形
で
学
問
分
野
に
入
り
込
ん
で
い
る
。

件
の
医
学
研
究
が
、
純
粋
に
公
共
性
に
合
致
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、「
研
究
者
」
と
い
う
資
格
を
持
つ
人
間
を
通
じ
た
「
経
済
的
欲
求
に

突
き
動
か
さ
れ
た
商
業
主
義
」
な
の
か
、
あ
る
い
は
、「
研
究
者
の
個
人
的
探
究
心
に
基
づ
く
研
究
」
な
の
か
の
証
明
は
難
し
い
。
一
般
社

（86－3－247）
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会
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
専
門
的
環
境
に
長
時
間
を
過
ご
し
、
中
立
性
や
公
平
性
の
感
覚
が
保
た
れ
て
い
る
か
。「
学
問
の
自
由
」
も
、
無
制
約

で
は
な
く
、
公
平
で
民
主
的
な
国
内
法
の
規
律
の
下
に
位
置
す
る
認
識
が
医
学
分
野
で
も
再
確
認
さ
れ
て
よ
い

）
11
（

。

⑵　

医
師
主
導
型
臨
床
研
究　

事
務
負
担
増
大
と
医
療
・
研
究
の
両
立

臨
床
研
究
法
は
、
研
究
者
の
責
任
を
大
き
く
規
定
し
、
内
容
も
詳
細
に
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
研
究
計
画
書
作
成
に
関
わ
る
事
務
量
が
膨

大
な
事
例
も
多
く
、
実
質
的
な
医
療
と
臨
床
研
究
の
両
方
に
携
わ
る
医
師
へ
の
過
大
な
負
担
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
治

験
で
は
、
研
究
計
画
書
等
の
必
要
書
類
を
製
薬
会
社
社
員
が
作
成
し
て
い
た
実
態
も
あ
る
。
医
師
主
導
型
臨
床
研
究
で
は
、
過
重
な
負
担
の

結
果
、
臨
床
研
究
が
萎
縮
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
一
方
で
、
事
務
負
担
の
増
大
に
よ
り
、
実
質
的
な
患
者
医
療
の
従
事
時
間
が
減
少
す

る
危
険
性
も
あ
る
。
医
師
の
長
時
間
労
働
問
題
も
十
分
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
研
究
の
公
正
さ
を
減
じ
る
こ
と
な
く
、
書
類
の
雛

形
化
を
進
め
る
な
ど
、
適
正
性
を
確
保
し
つ
つ
、
効
率
化
可
能
な
部
分
は
効
率
化
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

⑶　

Ｉ
Ｃ
に
つ
い
て

研
究
実
施
者
の
責
務
と
呼
応
し
て
、
研
究
対
象
者
へ
の
Ｉ
Ｃ
の
内
容
は
多
岐
に
亘
り
、
文
章
の
長
文
化
、
専
門
用
語
の
多
用
の
た
め
、
理

解
の
程
度
問
題
が
生
じ
る
。
英
字
や
記
号
表
記
も
多
い
。
健
康
問
題
を
抱
え
る
割
合
が
高
い
の
は
、
高
齢
者
が
多
い
た
め
、
小
文
字
で
書
か

れ
た
商
業
的
契
約
書
と
同
様
、
詳
細
な
記
載
も
、
実
質
は
読
ま
れ
な
い
可
能
性
が
な
い
か
。
研
究
対
象
者
や
そ
の
代
理
人
が
理
解
し
や
す
い

「
平
易
な
説
明
」
と
、
重
要
事
項
の
伝
達
と
い
う
、
相
矛
盾
す
る
目
的
を
い
か
に
実
効
性
あ
る
も
の
と
す
る
か
が
課
題
で
あ
る
。
補
助
的
説

明
者
の
臨
席
の
検
討
、
理
解
確
認
の
反
復
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
が
望
ま
れ
る
。

（法政研究 86－3－248）



医学研究と倫理（伊佐）

833

⑷　

有
害
事
象
報
告
に
つ
い
て

臨
床
研
究
法
の
制
度
が
複
雑
化
し
、
研
究
責
任
者
の
責
務
拡
大
な
ど
の
複
雑
な
状
況
に
よ
り
、
有
害
事
象
報
告
の
期
限
等
が
十
分
に
周
知
徹

底
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
報
告
期
限
等
の
遅
延
状
況
が
存
在
す
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
有
害
事
象
の
因
果
関
係
の
有
無
の
判
定
に
つ
い
て
は
、

効
果
安
全
性
評
価
委
員
会
の
意
見
を
受
け
、
最
終
的
に
は
研
究
責
任
者
自
身
が
決
定
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
因
果
関
係
が
「
関
連
な
し
」
と
報

告
さ
れ
て
も
、
関
連
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
Ｃ
Ｒ
Ｂ
で
も
、
資
料
な
ど
の
調
査
を
行
う
必
要
も
出
て
く
る
可

能
性
が
あ
る
。

⑸　

利
益
相
反
に
つ
い
て

臨
床
研
究
法
で
は
、
利
益
相
反
関
連
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
、
企
業
の
資
金
提
供
が
あ
る
場
合
、
企
業
に
は
契
約
締
結
が
義
務
づ
け
ら
れ
、

利
益
相
反
基
準
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
も
策
定
さ
れ
て
い
る
。
法
制
定
に
至
っ
た
不
適
切
事
例
で
は
、
不
正
な
資
金
提
供
が
問
題
と
な
っ
た
。

な
ら
ば
、
資
金
提
供
の
透
明
化
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
研
究
計
画
書
や
実
施
計
画
と
共
に
提
出
さ
れ
る
利

益
相
反
管
理
基
準
等
の
関
連
書
類
の
文
字
が
極
端
に
小
さ
い
な
ど
の
問
題
が
あ
り
改
善
が
望
ま
れ
る
。

利
益
相
反
に
つ
い
て
は
、
医
師
の
基
本
的
倫
理
と
し
て
、
大
学
学
部
時
代
か
ら
教
育
・
訓
練
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
現
在
、
多
く
の

医
学
部
で
は
、
医
学
倫
理
の
よ
う
な
科
目
受
講
が
必
修
で
は
な
い
。
医
学
部
倫
理
教
育
の
必
要
性
は
以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
医
療
に
は
、

技
術
的
教
育
だ
け
で
な
く
、
命
を
預
か
る
職
業
と
し
て
、
そ
の
技
術
を
扱
う
者
の
倫
理
観
醸
成
の
重
要
性
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い

）
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（

。

⑹　

Ｃ
Ｒ
Ｂ
の
状
況
に
つ
い
て
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Ｃ
Ｒ
Ｂ
の
質
の
問
題
も
あ
る
が
、
極
度
に
専
門
化
し
た
医
療
や
医
学
研
究
の
民
主
的
、
公
共
的
な
議
論
の
必
要
性
も
高
ま
っ
て
い
る
。

公
正
な
臨
床
研
究
の
実
施
の
た
め
、
委
員
養
成
の
研
修
会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
研
修
会
で
は
、
臨
床
研
究
法
の
制
度
説
明
が
多
い
。
一

方
、
判
断
困
難
事
例
の
検
討
な
ど
、
実
践
的
な
研
修
内
容
が
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
制
度
概
要
説
明
と
同
様
程
度
、
問
題
事
例
や
、
委

員
間
の
情
報
交
換
の
機
会
を
効
果
的
に
増
や
す
こ
と
も
有
効
な
の
で
は
な
い
か
。

六
、
結
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
医
学
研
究
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
倫
理
規
範
を
検
討
し
、
医
学
研
究
に
関
す
る
倫
理
の
重
要
項
目
を
洗
い
出
す
作
業
を
行
う
と

同
時
に
、
医
学
研
究
に
お
け
る
倫
理
指
針
か
ら
臨
床
研
究
法
制
定
に
至
る
背
景
を
概
観
し
、
臨
床
研
究
法
の
法
内
容
、
運
用
上
の
課
題
に
つ

い
て
検
討
し
た
。

世
界
的
に
も
、
医
学
研
究
に
お
け
る
倫
理
要
請
は
複
雑
か
つ
高
度
に
な
っ
て
い
る
。
研
究
公
正
の
た
め
の
多
様
な
努
力
が
形
骸
化
し
な
い

た
め
、
制
度
構
築
と
実
践
運
用
に
お
け
る
不
断
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

尚
、
本
稿
で
は
、
臨
床
研
究
法
に
関
連
す
る
範
囲
で
の
み
、
国
際
倫
理
指
針
や
国
内
の
医
学
系
指
針
の
状
況
を
論
じ
た
が
、
再
生
医
療
な

ど
、
他
の
分
野
の
状
況
や
、
利
益
相
反
関
連
の
多
様
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

謝
辞
：
酒
匂
一
郎
先
生
に
は
、
九
州
大
学
法
学
研
究
科
、
博
士
前
期
後
期
課
程
よ
り
様
々
な
ご
指
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
公
私
と
も
に

お
世
話
に
な
り
、
た
い
へ
ん
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
酒
匂
先
生
の
ご
健
康
と
ご
発
展
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

（
１ 

）
谷
田
憲
俊
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
成
立
の
背
景
に
つ
い
て
」
山
口
医
学
五
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
八
九
―
九
七
頁
。
Ｉ
Ｃ
成
立
の
歴
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史
記
述
は
学
び
が
多
か
っ
た
。

（
２ 

）W
orld M

edical A
ssociation, H

istroy: ［https://w
w

w
.w

m
a.net/w

ho-w
e-are/history/

］（A
ccessed 1.11.2019

）。
世
界
医
師
会
成
立
の
過

程
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
若
干
の
記
述
が
あ
る
。
坂
上
正
道
「
世
界
医
師
会
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）
の
歴
史
と
最
近
の
動
き
」
日
本
医
師
会
雑
誌
一
二
三
巻
二
号
（
二

〇
〇
〇
年
）
一
七
四
―
一
七
八
頁
。

（
３ 

）
四
八
年
当
初
、
原
文
は
「M

y CO
LLEA

GU
ES w

ill be m
y brothers

」
で
あ
っ
た
が
、
九
四
年
改
正
版
よ
り
、「M

y CO
LLEA

GU
ES w

ill be 
m

y brothers and sisters

」
と
変
更
さ
れ
た
。

（
４ 

）
四
八
年
原
文
は
「I W

ILL N
O

T
 PERM

IT
 considerations of religion, nationality, race, party politics or social standing to intervene 

betw
een m

y duty and m
y patient

」
で
あ
る
が
、
九
四
年
改
正
で
は
「I W

ILL N
O

T
 PERM

IT
 considerations of age, disease or 

disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affi
liation, race, sexual orientation, or social standing....

」（
年
齢
、
疾
病

ま
た
は
障
害
、
信
条
、
民
族
的
出
自
、
性
別
役
割
、
政
治
的
党
派
、
人
種
、
性
的
指
向
、
社
会
的
地
位
で
差
別
を
し
な
い
）
と
変
更
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

〇
六
年
改
訂
で
は
、「or any other factor

」
が
挿
入
さ
れ
た
。

（
５ 

）
星
野
一
正
「
民
主
化
の
法
理
―
医
療
の
場
合
（
54
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
宣
言
か
ら
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
ま
で
」
時
の
法
令
一
五
九
二
号
（
一
九
九
九
年
）
四
三

―
五
五
頁
。
二
宣
言
の
改
正
全
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
６ 

）
栗
原
千
絵
子
「
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣
言
二
〇
一
三
年
改
訂
―
来
る
半
世
紀
へ
の
挑
戦
」
臨
床
薬
理
四
五
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
三
頁
。
ヘ
ル
シ
ン
キ
宣

言
の
改
正
内
容
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
７ 

）W
orld M

edical A
ssociation, D

ECLA
RA

T
IO

N
 O

F H
ELSIN

K
I “Recom

m
endations guiding doctors in clinical research in 1964”. 

（
８ 

）
三
瀬
朋
子
『
医
学
と
利
益
相
反
ア
メ
リ
カ
か
ら
学
ぶ
』
弘
文
堂
（
二
〇
〇
七
年
）
四
二
―
四
九
頁
参
照
。

（
９ 

）
医
師
は
、
様
々
な
規
範
を
「
考
慮
す
べ
き
（m

ust consider
）」
だ
が
、「
遵
守
す
べ
き
」（m

ust observe

）
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

（
10 

）
東
京
地
判
平
成
二
九
年
三
月
十
六
日
判
決
。
東
京
地
裁
で
は
、
元
社
員
に
懲
役
二
年
六
月
、
同
社
に
罰
金
四
百
万
円
が
求
刑
さ
れ
た
。
辻
川
靖
夫
裁

判
長
は
「
論
文
作
成
に
お
い
て
イ
ベ
ン
ト
の
水
増
し
、
恣
意
的
な
群
分
け
、
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
が
あ
っ
た
が
、
学
術
論
文
を
作
成
、
投
稿
す
る
こ
と
は

薬
事
法
の
規
制
対
象
に
は
当
た
ら
ず
、
罪
に
当
た
ら
な
い
」
と
し
て
、
無
罪
と
さ
れ
た
。
木
下
昌
彦
「
研
究
不
正
と
営
利
的
言
論
の
法
理
―
デ
ィ
オ
バ

ン
事
件
に
お
け
る
薬
事
法
六
六
条
一
項
の
解
釈
論
争
を
素
材
と
し
て
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
六
八
―
七
五
頁
。
デ
ィ
オ
バ
ン
事

件
に
つ
い
て
は
、
井
上
悠
輔
「
医
事
法
ト
ピ
ッ
ク
ス　

臨
床
研
究
に
お
け
る
不
正
と
医
師
の
「
誠
実
さ
」」
年
報
医
事
法
学
二
九
巻
（
二
〇
一
四
年
）
一

九
六
―
二
〇
二
頁
。
磯
部
哲
「
判
例
紹
介
：
高
血
圧
治
療
薬
の
臨
床
研
究
に
お
い
て
、
被
告
人
が
デ
ー
タ
改
ざ
ん
な
ど
し
て
研
究
者
ら
に
提
供
し
、
論

文
を
作
成
さ
せ
、
学
術
雑
誌
に
掲
載
し
て
も
ら
っ
た
行
為
に
つ
い
て
、
旧
薬
事
法
六
六
条
一
項
に
い
う
記
事
の
記
述
に
は
当
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
」

年
報
医
事
法
学
三
三
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
二
四
―
二
二
九
頁
。
尚
、
東
京
高
裁
に
お
け
る
控
訴
審
で
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
九
日
、
同
じ
く
無

（86－3－251）
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罪
と
さ
れ
た
。

（
11 

）
薬
事
法
第
七
二
条
の
四
第
一
項
に
お
け
る
副
作
用
届
出
義
務
違
反
と
さ
れ
た
。
厚
労
省
、
平
成
二
六
年
七
月
三
一
日
「
薬
事
法
違
反
業
者
に
対
す
る

行
政
処
分
に
つ
い
て
」。

（
12 
）
厚
労
省
、
平
成
二
七
年
六
月
十
二
日
「
医
薬
品
医
療
機
器
法
違
反
業
者
に
対
す
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
」。

（
13 

）
製
薬
会
社
と
研
究
者
の
利
益
相
反
関
係
が
他
に
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
肺
が
ん
治
療
薬
ゲ
フ
ィ
ニ
チ
ブ
（
商
品
名
イ
レ
ッ
サ
）
事
案

や
タ
ミ
フ
ル
事
案
が
あ
る
。

　
　

 　

医
学
生
は
、
臨
床
実
習
中
に
製
薬
企
業
と
の
接
触
を
持
つ
傾
向
に
あ
り
、
早
期
の
利
益
相
反
管
理
教
育
が
必
要
と
す
る
。
宮
田
靖
志
「
日
常
臨
床
と

医
学
教
育
に
お
け
る
利
益
相
反
」
日
本
内
科
学
会
雑
誌
一
〇
二
巻
十
号
、
二
七
三
三
―
二
七
四
〇
頁
。

（
14 

）
日
本
学
術
会
議
、
臨
床
医
学
委
員
会
・
臨
床
研
究
分
科
会
「
臨
床
研
究
に
か
か
る
利
益
相
反
（
Ｃ
Ｏ
Ｉ
）
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
の
意
義
と
透
明
性
確
保

に
つ
い
て
」
平
成
二
五
年
十
二
月
二
十
日
。
日
本
医
学
会
、
利
益
相
反
委
員
会
「
Ｃ
Ｏ
Ｉ
管
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
平
成
二
九
年
三
月
改
定
。

（
15 

）
倫
理
審
査
委
員
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
も
詳
し
い
。
武
藤
香
織
他
「
倫
理
審
査
委
員
会
改
革
の
た
め
の
七
つ
の
提
言
」
生
命
倫
理
十
五

巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
八
―
三
四
頁
。
高
橋
隆
雄
「
倫
理
委
員
会
に
関
す
る
倫
理
学
的
考
察
」
生
命
倫
理
十
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九
八
―

一
〇
五
頁
。
一
家
綱
邦
「
再
考
・
病
院
内
倫
理
委
員
会
一
本
邦
の
現
状
と
再
生
の
た
め
の
序
」
生
命
倫
理
二
三
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
三
―
三
〇

頁
参
照
。

（
16 

）倫
理
指
針
と
個
人
情
報
保
護
法
に
つ
い
て
は
、
丸
山
英
二「
法
律
時
評 

個
人
情
報
保
護
法
等
改
正
と
医
学
研
究
倫
理
指
針
」法
律
時
報
八
九
巻
五
号（
二

〇
一
七
年
）
一
―
三
頁
参
照
。

（
17 

）
臨
床
研
究
法
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
厚
労
省
令
第
十
七
号
。
以
下
、
施
行
規
則
と
略
称
）
第
九
条
。

（
18 

）
研
究
内
容
の
具
体
部
分
は
、
施
行
規
則
第
十
四
条
一
か
ら
十
八
号
に
列
挙
さ
れ
る
。

（
19 

）「
特
殊
関
係
者
」
は
、
子
会
社
等
で
あ
り
、
医
薬
品
開
発
受
託
機
関
（
Ｃ
Ｒ
Ｏ
）
や
治
験
施
設
支
援
機
関
（
Ｓ
Ｍ
Ｏ
）
と
さ
れ
る
。

（
20 

）
利
益
相
反
の
内
容
に
つ
い
て
は
、「
臨
床
研
究
法
に
お
け
る
利
益
相
反
管
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
研
究
責
任
医
師
が
原
則
と
し
て

研
究
か
ら
外
れ
る
べ
き
な
の
は
、
研
究
と
関
連
す
る
企
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
①
寄
附
講
座
に
所
属
、
か
つ
給
与
の
受
領
、
②
当
該
年
度
あ
る
い
は

前
年
度
に
年
間
合
計
二
五
〇
万
円
以
上
の
個
人
的
利
益
、
③
企
業
役
員
へ
の
就
任
、
④
企
業
の
一
定
株
式
保
有
、
⑤
研
究
に
使
用
す
る
医
薬
品
等
の
特

許
権
を
保
有
又
は
特
許
出
願
中
で
あ
る
、
等
で
あ
る
（
基
準
３
（
４
））。

　
　

�　

上
記
に
該
当
す
る
場
合
、
や
む
な
く
研
究
に
携
わ
る
場
合
で
も
、
デ
ー
タ
の
管
理
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
統
計
・
解
析
に
関
与
せ
ず
、
必
ず
、
研
究
期

間
中
に
監
査
を
受
け
る
（
同
（
５
））。

　
　

�　

研
究
責
任
医
師
の
「
生
計
を
同
じ
に
す
る
自
身
の
配
偶
者
や
一
親
等
の
親
族
」
が
、
基
準
４
の
②
～
⑤
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
、
ま
た
は
研
究
分
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担
医
師
が
同
基
準
に
該
当
す
る
場
合
、
当
該
医
師
は
デ
ー
タ
管
理
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
統
計
・
解
析
に
関
与
し
な
い
。（
基
準
３
（
６
）、（
７
））
等
が
あ
る
。

（
21 

）
菱
山
豊
「
生
命
医
学
研
究
に
お
け
る
公
的
規
制
に
つ
い
て
」
法
哲
学
年
報
二
〇
一
七
、
有
斐
閣
（
二
〇
一
八
年
）
九
頁
以
下
。
田
代
志
門
「
倫
理
審

査
委
員
会
の
役
割
を
再
考
す
る
」
同
二
五
頁
。
野
崎
亜
紀
子
「
生
命
医
学
研
究
に
関
す
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
法
」
同
三
七

―
四
五
頁
。
平
野
幹
彦
「
生
命
医
学
研
究
に
お
け
る
法
の
位
置
と
役
割
（
生
命
医
学
研
究
と
法
）」
同
九
四
―
一
一
一
頁
。
研
究
の
自
由
を
民
主
制
的
視

点
で
限
定
可
能
と
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
奥
田
純
一
郎
「
生
命
医
学
研
究
に
お
け
る
倫
理
と
法
―
民
主
制
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
」
同
七
七
―
九
三
頁
。

中
山
茂
樹
「
臨
床
研
究
と
学
問
の
自
由
」
曽
我
部
真
裕
他
編
『
憲
法
改
革
の
理
念
と
展
開 

下
― 

大
石
眞
先
生
還
暦
記
念
』
信
山
社
（
二
〇
一
二
年
）
二

三
五
―
二
六
九
頁
。

（
22 

）
米
村
、
前
掲
註
（
21
）、
五
六
頁
以
下
。

（
23 

）
中
山
、
前
掲
註
（
21
）、
二
四
四
―
二
五
三
頁
。

（
24 

）
児
玉
知
子
他
「
医
学
部
に
お
け
る
医
療
倫
理
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
―
全
国
医
学
部
調
査
よ
り
―
」
医
学
教
育
第
四
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九

―
十
七
頁
。
利
益
相
反
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
８
）、
三
瀬
の
著
作
に
詳
細
な
分
析
が
あ
る
。
そ
の
他
、
宮
田
由
紀
夫
『
ア
メ
リ
カ
の
産
学
連
携
と
学

問
的
誠
実
性
』
玉
川
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
三
年
）
一
四
一
―
一
七
三
頁
に
詳
し
い
。

（86－3－253）


